
 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

令和 8年度第 1回契約監視委員会審議概要 

 

１ 開 催 日 

令和 8年 5月 25 日（月）14 時 00 分～15時 00 分 

 

２ 開催形式 

Web 会議 

 

３ 出席委員（敬称略） 

委員長 相葉 和良（弁護士） 

委 員 宮本 和之（公認会計士） 

委 員 児玉 進矢（監事） 

委 員 大橋 玲子（監事） 

 

４ 議  題 

（１）令和 7 年度調達等合理化計画の自己評価に関する点検について  

（２）令和 8 年度調達等合理化計画の策定に関する点検について  

（３）その他  

 

５ 審議概要 

（１）令和 7 年度調達等合理化計画の自己評価に関する点検について  

令和 7年度調達等合理化計画の自己評価に関する点検を行った。 

委員からの質問・意見は特になかった。 

 

（２）令和 8 年度調達等合理化計画の策定に関する点検について  

令和 8年度調達等合理化計画の策定に関する点検を行った。 

委員の質問及びそれに対する回答並びに委員の意見のうち、主なものは次のとおりである。 

 

◆発注見通しの事前公表について 

（質問）今年度の目標として、「発注見通しの掲載対象案件に対する掲載件数（前年度実績比率

以上）」との評価指標を設定しているが、前年度の比率はいくらか。 

（回答）100 パーセントである。 

（意見）事前公表が難しく掲載対象としない案件もあると思うので、100 パーセントと言っても

母数に対して掲載対象案件が少ない場合には、全体として透明性があるとはいえなくな

るため、その点については本委員会の中で確認していけたらよいと思う。また、発注見

通しを事前公表できなかった案件については、事務局としてその理由を個別に把握する

ことが、全体としての透明性を担保するために必要である。 

（回答）出来る限り、発注見通しを事前公表した上で入札手続きを実施したいと考えているため、

事前公表ができなかった場合は、その理由を把握していきたい。 



 

 

（意見）事前公表が難しいものまで掲載する必要はないと思うので、できない理由を説明できる

ようにしておくことが大切である。 

 

（質問）令和 8 年度調達等合理化計画（案）における重点的に取り組む分野は昨年度と同じ内容

か。 

（回答）昨年度と同じである。 

 

（質問）少額随意契約できる契約の予定価格の上限額が変更となったが、これは国に準じたもの

か。 

（回答）国に準じており、JSC 独自のものではない。 

 

（３）その他 

委員からの意見等は特になし。 


